
(仮称)自治基本条例検討ワークショップに参加される皆様へのお願い 
 

 

         【平成 28年 8月 27日】  

第３回以降、次のとおりとさせていただきます。 

ワークショップの運営につきまして、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

■市役所からの次回ワークショップの案内の送付 

 原則として、開催２週間前までにお知らせいただいているメールアドレスにご案内を送付い

たします。 

 メールアドレスがない方には郵送でご案内いたします。 

 

■ワークショップレポートについて 

 次回のワークショップの際に、印刷したものをお渡しします。 

 事前にご覧いただけるよう、次回ワークショップのご案内をメールで送付する際に添付して、

PDFファイルで送付いたします。 

 メールアドレスがない方、携帯電話のアドレスなどで PDFファイルの受信ができない方は、

ご案内送付後、次の方法でも入手いただけます。 

１）市役所企画課に直接受け取りに来ていただく。 

２）市ホームページの以下のＵＲＬからご覧いただく。 

   http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kikaku/jitikihonjyourei.html 

 

■欠席する場合 

 準備の都合上、できるだけ前日までに企画課までご連絡ください（メール、電話、ファクス

等）。 

 

■欠席した際の資料 

 ワークショップ終了後、お知らせいただいているメールアドレスに資料を送付させていただ 

きます（PDFファイルで送付します）。また、次のワークショップの際にお渡ししますので、

受付で前回お休みされた旨を伝えてください。 

 メールアドレスがない方、携帯電話のアドレスなどで PDFファイルの受信ができない方には、

次のワークショップの際にお渡ししますので、受付で前回お休みされた旨を伝えてください。 

 次の方法でも入手いただけます。 

１) 市役所企画課に直接受け取りに来ていただく。 

２）市ホームページの以下のＵＲＬからご覧いただく。 

    http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kikaku/jitikihonjyourei.html 

 

■未就学児の保育 

 原則開催２週間前の平日 17時までに企画課までご連絡ください（先着５人）。 

 

■ワークショップを辞退する場合 

 ご都合により、以降の出席を辞退される場合には、通知等の送付を中止しますので、企画課

までご連絡をお願いいたします。 

 

 何かご不明な点等ございましたら、お気軽に企画課までご連絡ください。 

 

                                       

保存版 

（問い合わせ先）逗子市役所 経営企画部 企画課 

電  話：046-873-1111（内線 321・322） 

ファクス：046-873-4520           

電子メール：kikaku@city.zushi.kanagawa.jp 


